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    定期監査結果について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により、同条第

１項及び第２項に規定する事務の監査を実施したので、同条第９項の規定により、

下記のとおり公表します。 

 なお、本監査は木津川市監査基準に準拠して行ったことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 監査執行年月日 令和７年４月２１日（月） 午前１０時００分から 

２ 監査対象部局及び監査対象 

 市長直轄組織 

  会 計 課 

  （１）適正帳票率調査結果と担当課への指導について 

  （２）訂正、組戻に係る事務手数料について 

  （３）振込手数料について 

 議会事務局 

  （１）政務活動費の支出状況について（令和６年度分） 

  （２）議会研修旅費について 

  （３）議会ＩＣＴ・ペーパーレス化の実績と効果について 

 行政委員会事務局 

  【公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員】 

  （１）令和６年度各委員会への申出状況について 

  （２）令和７年度各委員会の研修受講計画について 

３ 監査方法 

   歳入歳出予算の執行状況をもとに監査対象部局の財務に関する事務の執行

について監査を行い、併せて当該部局における所掌事務の執行状況について提

出された監査資料に基づき、担当職員から聴取し監査を実施した。 

４ 監査結果 

   歳入歳出予算の執行状況をもとに監査対象部局の財務に関する事務の執行

について監査を行い、併せて当該部局における所掌事務の執行状況について提

出された監査資料に基づき、担当職員から聴取し監査を実施した結果、監査を



行った範囲内においておおむね適正であると認められた。 

   なお、一部の事務について、次に示すように指摘を要する事例が見受けられ

たので、今後、適正な事務処理に留意されるよう意見を述べる。 

   また、監査の際に見受けられた軽微な事項については、記述を省略した。 

 

 

 



（別 紙） 

  【会 計 課】 

    監査結果報告に添える意見として、会計課に回付される支出命令書につい

ては、依然として、押印漏れや請求年月日の記載漏れなど多くの誤りが見受

けられる。引き続き、職員へ事務研修を実施するとともに、会計事務規則や

支出マニュアル等に基づいて事務が適正に執行されるよう指導されたい。 

    口座振込手数料について、他の自治体の口座振込方法を参考に検討された

い。 

 

 

  【議会事務局】 

    監査結果報告に添える意見として、政務活動費の運用については、住民の

注目度も高いことから、「木津川市議会政務活動費使途の運用指針」を見直

したことは評価する。今後も、住民の理解を得ることができるよう適正に運

用されたい。 

    また、ペーパーレス化については、今後も更なる効果が出せるよう取り組

まれたい。 

 

 

  【行政委員会事務局】 

   （公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員） 

    監査結果報告に添える意見として、引き続き、適切な事務執行に努められ

たい。また、事務局職員は、市政全般に関わる知識が必要であることから、

研修などに積極的に参加し知識の研鑽に努められたい。 

 

 

 

 

 

                            以  上。 

 


